
令和８年度べっぴん夜市 出店規則 

 

１．目的 

   中心市街地の飲食業や小売業を営む個店や市内の企業等が出店する夜市を開催し、中

心市街地に魅力的な空間を創出し、家族連れ等の集客を図り、賑わいを生み出すことに

より、出店した事業者の売上増加に寄与するほか、普段あまり商店街を利用しない世代

等へ個店の認知度アップを図る。また、飲食店等の試作品や中心市街地での起業を検討

している事業者へのトライアルの場としても活用する。 

２．主催 

久慈商工会議所 

３．開催日時：全５回 令和８年６月～８月（原則第４金曜日）、10 月、11 月 

① ６月 26 日（金）午後５時～午後８時 

② ７月 24 日（金）午後５時～午後９時 

③ ８月 21 日（金）午後５時～午後９時 

④ 10 月 31 日（土）午前 10 時～午後２時 

   ※午前８時～午前９時に搬入・準備をお願いします。 

⑤ 11 月 29 日（日）午前 10 時～午後２時 

   ※午前８時～午前９時に搬入・準備をお願いします。 

４．場所：５か所 

  ①やませ土風館歴通路広場 

  ②久慈駅前いつくし広場 

  ③旧岩手銀行久慈支店跡地 

  ④ローソン久慈二十八日町店駐車場 

  ⑤やませ土風館 ATM 前（キッチンカー） 

５．内容 

   商店街の個店や市内の企業等から出店を募り、飲食・物販をメインとする夜市を開催

する。なお、今年度も飲食スペースを設置しての営業とする。 

６．出店者 

   テント等を持参できる事業者とする。（久慈市内外は問わない） 

   ※テントが飛ばされないよう重り（水タンクや土嚢など）を設置すること。 

    （テントの重りや発電機を借用する場合は有料となります。） 

７．出店スペース 

   １コマ テント（３m×３m）とする。 

８．出店料 

  ①飲食関係・・・１コマ ３，０００円 

  ②物販関係・・・１コマ １，０００円 

   ※久慈市外、非会員の事業者は、上記金額にプラス２，０００円 

   ※テント等を借りたい場合はプラス１，０００円 

    （テントの持参が不可能な事業者には主催者が有料で貸し出します。） 



    

９．備品等 

  会場、出店者が使用するテーブル（２台）、イス（１脚）については当所が用意する。各

店への設置については出店者自身が行うこと。出店者でテントを準備できる場合は各自

で設置すること。なお、今年度より各テントへのスズラン灯の取付はいたしません。 

10．許認可等 

  ①露店開設届（消防署へ提出）は主催者が申請します。 

  ②臨時飲食店営業許可申請（保健所へ提出）は主催者で申請しますが、下記の品目のみ

となります。品目に記載のないものについては、各出店者で申請してください。 

    焼き鳥、焼きそば、クレープ、田楽とうふ、田楽もち、かき氷、おにぎり、 

    フランクフルト、チョコバナナ、唐揚げ、フライドポテト、イカ焼き、ほたて焼き 

    たこ焼き、お好み焼き、たい焼き、エビ焼き、玉こんにゃく、コーヒー、 

ポップコーン、まめぶ汁、わたあめ、ピザ、トッポギ、ビール、サワー、その他酒類 

11．火気使用 

  ・ガス、炭など火気を使用する場合は必ず消火器等をご用意ください。 

   （炭を使用する場合は、水バケツも準備すること） 

   （発電機を使用する際も消火器をご用意ください） 

  ・使用済みの炭は会場周辺に捨てずにお持ち帰りください。 

  ・消防査察で指摘を受けた場合は、速やかに対応すること。 

12．その他 

  ①基本的に雨天時も実施します。ただし、荒天等が想定される場合は中止する場合あり。 

  ②べっぴん夜市開催時間内、車での会場への乗り入れは禁止です。 

  ③出店者の飲酒については、お客様のイメージと飲酒運転の防止のため禁止とします。 

  ④やませ土風館駐車場及び周辺の店舗、施設等の駐車場には絶対に駐車しないでください。 

  ⑤販売代金等の金銭管理は、主催者は一切の責任は負いません。 

  ⑥ゴミ・氷塊や水、残渣などは、各自責任をもって必ずお持ち帰りください。 

   出店後、汚れの酷い出店者は出店をお断りする場合がございます。 

  ⑦備品、会場スペースに限りがあるため、出店数が限られる場合がございます。その際

は６月～８月、10 月、11 月まで出店できる方、備品等を準備できる方を優先させてい

ただきます。 

  ⑧出店場所等については主催者（久慈商工会議所）に一任願います。 

  ⑨店名表記は各事業所でご準備ください。 

  ⑩お持ちのＳＮＳ等で情報発信のご協力をよろしくお願いします。 

  ⑪売上報告は必ずご協力ください。 

  ⑫発電機は各事業所でご準備ください。（貸出しません。） 

  ⑬当日の備品借用依頼は一切受け付けません。（テントウエイト、発電機など） 

    

 

 



【令和８年度べっぴん夜市売上報告書】 

※毎月月末までにお願いいたします。 

店名  

 

開催日 売上金額 報告日 

① 6月 26日㈮ 円 月    日 

② 7月 24日㈮ 円 月    日 

③ 8月 21日㈮ 円 月    日 

④ 10 月 31 日㈯ 円 月    日 

⑤ 11 月 29 日㈰ 円 月    日 

 

ご意見等ありましたら 

お願いします。 
 

 

この用紙を保存いただき、FAX又は、用紙を撮影してメールで報告願います。 

 

 

昨年、売上報告が遅れた事業所が多々ありました。 

毎月のべっぴん夜市終了後、月末までに必ず報告をお願いします。 

 

 

 

提出先 久慈商工会議所地域振興課 
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